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によりすることができる相殺に該当するか
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1．事実

証券会社であるX原告，控訴人，上告人）

は，米国法人Aの子会社であった。また，信

託銀行であるY被告，被控訴人，被上告人）

と証券会社であるB株式会社は，いずれもC

株式会社の完全子会社である。

Xは，平成19年2月1日,Yとの間で基本

契約（以下「本件基本契約」という｡）を締

結し，通貨オプション取引および通貨スワッ

プ取引（以下,あわせて「本件取引」という｡）

を行っていた。本件基本契約には，要旨次の

ような定めがある。

「⑦一方の当事者の信用保証提供者が，破

産決定その他救済を求める手続の開始を申し

立てた場合には，当該当事者につき，期限の

利益を喪失する事由（以下「期限の利益喪失

事由」という｡）に該当することとなるもの

とし，当事者間に存在する全ての取引は，期

限の利益喪失事由の発生に伴い行われる関連

手続の開始又は申請の直前の時点で終了する

ものとする（以下，この定めにより当事者間

に存在する全ての取引が終了することを「期

限前終了」といい，その終了の日を「期限前

終了日」という｡)。④期限の利益喪失事由が

生じ，一方の当事者（甲）について期限前終

了をしたときは，他方の当事者（乙）は，乙

及びその関係会社（直接的又は間接的に，乙

から支配（議決権の過半数を所有することを

いう。以下同じ｡）を受け，乙を支配し，又

は乙と共通の支配下にある法的主体をいう。

以下同じ｡）が甲に対して有する債権と，甲

が乙及びその関係会社に対して有する債権と

を相殺することができる（以下「本件相殺条

項」という｡)。本件相殺条項は，甲が再生債

務者となった場合であっても，乙が，自らの

関係会社が甲に対して有する債権を自働債権

とし，甲の乙に対する債権を受働債権として

相殺することができる｡」

ところで，本件基本契約におけるXの信用

保証提供者はAであったところ,Aは，平成

20年9月15日，米国連邦倒産法第11章の適用

申請を行い，本件取引は，期限前終了をした

(基本契約要旨⑦参照)。これにより,xは，

Yに対して，本件基本契約にもとづき，清算

金4億3150万8744円ならびに期限前終了日で

ある同日から同年10月1日までの確定約定遅

延損害金16万6841円および上記清算金に対す

る同月2日から支払済みの前日まで2％を

365で除した割合を日利とする各日複利の割

合による約定遅延損害金の支払いを求める債

権（以下「本件清算金債権」という｡）を取

得している。Bもまた,xとの間で，平成13

年11月26日に本件基本契約と同様の基本契約

を締結して取引を行っていたところ，同取引

が平成20年9月15日に終了したため.xに対

して，同基本契約にもとづき，同取引の清算

金17億1168万6829円の支払いを求める債権

(以下「B清算金債権」という｡）を取得した。

Xが，平成20年9月19日に再生手続開始の

決定を受けたことから,Yは，再生債権の届

出期間内である同年10月2日に,xに対して，

本件相殺条項にもとづき,xがYに対して有

する<本件清算金債権＞とYの関係会社であ
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